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「三重県職員人づくり基本方針」検討ワーキンググループ

１ 検討する具体的取組

【改革】Ⅰ人づくりの改革

【取組名】１職員の意欲及び能力の向上

【具体的取組】①「三重県職員人づくり基本方針（仮称）」の策定

「みえ県民力ビジョン」に掲げる「県民との『協創』」「現場重視」「職員

力の向上」などの考え方などを踏まえて、求められる人材像や能力を明

確にし、人材育成の手法や進め方を示す「三重県職員人づくり基本方針

（仮称）」を平成 24 年度に策定します。

２ ワーキンググループの概要及び検討状況

【主担当課】総務部人事課、職員研修センター

【構成】公募職員２、現場担当者等２、アドバイザー１、主担当課４、行革担当課２ 計１１名

【アドバイザー】南山大学大学院ビジネス研究科准教授 安藤 史江（あんどう ふみえ）

【検討状況】

第１回（H24.4.27） ワーキンググループ設置の趣旨・目的等について

今後の進め方について

第２回（H24.5.10） 人づくり基本方針の検討課題等について

他県等の先進事例研究について

第３回（H24.5.30） これまでの人材育成にかかる問題点及び課題

求められる人材像と能力

人材育成の重点事項

他県等の先進事例研究について

第４回（H24.6.21） 他県等の先進事例調査結果

これまでの人材育成にかかる問題点及び課題

求められる人材像と能力

人材育成の重点事項と具体的な取組方向

３ 現在検討中の課題等

○県政運営にかかる環境の変化について

・「みえ県民力ビジョン」の策定をはじめ、社会の変化や県政の動きに対応

した新たな人材育成への取組が必要である。

・厳しい予算状況の中、より高度な政策形成能力が必要とされているが、

その要請に十分に対応できていない。

○職員の平均年齢の高齢化について

・高齢の職員が増加しているが、管理職・副課長等のポストには限りがあ

るため、課長補佐級になっても、いつまでも一担当者のままであり、課

長補佐級等のベテラン職員の責任感、意欲の維持が難しい。
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○フラット制による組織運営について

・副課長等になるまで部下を持つことがなく、若いうちにマネジメントを

実地で経験する機会に乏しい。

・グループ内の職員に役割の違いがなく、職場の余裕のなさも合わせて、

職場における人材育成機能（ＯＪＴ）が低下している。










